
令和7年4月1日

ひたちなか市都市整備部建築指導課

市が認定審査を行う場合
（技術的審査含む）

68,000

5戸以下 162,000

6戸～10戸 259,000

11戸～30戸 513,000

31戸～50戸 919,000

51戸～100戸 1,580,000

101戸～200戸 2,923,000

201戸～300戸 4,177,000

301戸～ 5,117,000

※１

あっては，当該数件当たりの認定申請手数料です。

※２ 変更認定申請手数料は，それぞれの区分の手数料の額に２分の１を乗じて得た額です。

※３ 法第６条第２項の規定による建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっ

ては，別途，建築物確認申請等手数料及び建築設備確認申請等手数料が加算されます。

431,000

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料表（増改築，建築行為なし）

総戸数（戸）

一戸建ての住宅

共同住宅等

１件当たりの認定申請手数料です。同一の住宅に関し同時に数件の申請が行われる場合に

「確認書」若しくは「住宅性能
評価書」の提出がある場合

14,000

26,000

43,000

72,000

115,000

176,000

300,000

380,000


